
　事業所に採用されて被保険者となると、被保
険者証(正式には「健康保険被保険者証」とい
います)が交付されます。これは健康保険の被
保険者および被扶養者であることを示す身分
証明書です。 　 
　交付されたら、まず次のことをお願いします。 

氏名、生年月日、続柄など、記載事
項に誤りがないか確認してくださ
い。記載事項を勝手に書き替え
ることはできません。裏面の注意

事項もよく読んでおきましょう。 

　　病気やけがをしたときは、この被保険者証を医療
機関の窓口に提出して受診します。受診のときは必
ず持参しましょう。被保険者証を忘れて診療を受けると、
医療費の全額を自己負担しなければならないこともあ

ります。 
　また、診療がすんだら、必ず手元に保管するようにし
ます。医療機関へ預けたままにすると、事故の原因に
なります。 

　被保険者証は 、病気やけがをして病院などで治療
を受けるとき必要ですが、当人であることを証明するも
のとして使われるように非常に重要な証書です。紛失

しないよう大切に保管しましょう。 
 

記載事項の 
確認 

健 康 保 険  

被扶養者認定 

●被扶養者認定の範囲 
配偶者(内縁を含む)、直系尊属(被保険者の父・母・祖父母・曾祖父母)、子、孫、弟、妹。被保険者と同居して
いれば三親等以内の親族、内縁配偶者の父、母、子(内縁配偶者の死亡後も)。 
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被扶養者からはずれるときは 
どんなときですか?

　子供や妻などの家族が就職して勤め
先の健康保険に加入したり、収入が増え
て被扶養者認定条件をはずれた場合な
どは、事業主(健康保険担当部署）経由
で健康保険組合に届け出をしてください。 

あなたの扶養からはずれて、お子さんは勤
務先の医療保険に被保険者として加入し
ます。 

お
願
い
 

5日以内に事業主経由で健康保険組合まで「被扶養者(異動)届」を提出してください。 

被扶養者からはずれる人がいるとき、被扶養者にしたい人がいるときは… 
 

被扶養者から 
           はずれるとき 

あなたの扶養からはずれて、結婚相手の医
療保険に被扶養者として加入します。 

2  被扶養者であったお子さんが結婚して、 
     結婚相手に扶養されるとき 

あなたの扶養からはずれて、奥さん（ご主人）
は勤務先の医療保険に被保険者として加
入します。 

3  配偶者が就職したり、年収130万円 
     を超えたとき 

あなたの扶養からはずれて、他の医療保険
の被保険者となります。 
再就職したり年金をもらうようになったり、不
動産収入等があるときは注意してください。 

4  扶養している親（60歳以上）の年収が 
    180万円を超えたとき 

5  被扶養者であった配偶者と 
　　離婚したとき 

6  被扶養者が死亡したとき 

 主に被保険者の収入により生
計を維持していることが条件です。
結婚・退職（失業給付をもらっているときは原則
として不可）により収入がなくなった、収入が減
った（130万円未満）、子どもが産まれた、養子縁
組をしたときなどは、被扶養者として認定されます。 

被扶養者に 
　　　　なれるとき 
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1  お子さんが就職したとき 

※詳しくは、健康保険組合ホームページ 

「被扶養者からはずすとき」をご覧ください 
http://www.yokogawakenpo.or.jp　ホームページアドレス 

　健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」
（保険証）が交付されます。保険証は被保険者
や被扶養者が病気やけが等で医療機関を受診す
るときに窓口に提示すれば、かかった医療費の
一部を負担するだけで診療を受けることができ
る大切なものです。取扱いには十分注意しま 
しょう。 

～保険証は大切に取り扱いましょう～ 

住所欄は空白になっています。交
付されたら、各自で現住所を必ず
記入してください。 

住所欄は各 
自で記入 


